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現在，会計基準同様，会計情報の開示技術についても世界的統一

化が図られつつある。

企業が海外企業との提携や取引を検討する際，また海外のマーケ

ットでの投資活動を行う際，対象企業の財務情報は意思決定に重要

な役割を果たす。よって，もし世界各国の会計基準が統一されれば，

企業間の比 が容易となり情報利用者は迅速な意思決定が可能とな

る。その一方でもし統一された会計基準による会計情報がネットワ

ーク上で開示されたとしても，開示様式がPDF形式のような画像

データであれば情報の入手にかかる時間は節約できるが，入手した

情報を再加工する手間が必要となる。そこで，データに属性情報を

付し，エクセルなどの表計算ソフトへ直接ダウンロードすることで

高度な利用が可能となるXBRLへの期待が高まっている。ただし，

XBRLはタクソノミ開発に膨大な費用が必要である。また，わず

かでも差異がある会計基準では個別にタクソノミを準備する必要が

ある。よって今後は一部の先進国のみがこの費用負担に耐えること

ができることとなり，多くの国はXBRLの採用とともに国際会計

基準のタクソノミを採用する道を選ばざるをえなくなり，結果多く

の国の会計基準は国際会計基準（IFRS）へ収斂していくものと考

えられる。

国際会計研究学会年報2007年度

要 旨



1. はじめに

現在，会計基準同様，会計情報の開示技術

についても世界的統一化が図られつつある。

企業が海外企業との提携や取引を検討する際，

また海外のマーケットでの投資活動を行う際，

対象企業の財務情報は意思決定に重要な役割

を果たす。よって，もし世界各国の会計基準

が統一されれば，企業間の比 が容易となり

情報利用者は迅速な意思決定が可能となる。

その一方でもし統一された会計基準で開示さ

れた会計情報があっても，開示方式がネット

ワークを介した電子媒体でなく紙媒体であれ

ば，情報の入手と加工に相応の時間が必要と

なり，当然に迅速な意思決定は阻害されるこ

ととなる。また，全ての国がネットワークを

介した電子開示を原則としたとしても，開示

方式がPDF形式のような画像データであれ

ば情報の入手にかかる時間は節約できるが，

入手した情報を再加工する手間が必要となる。

つまり会計情報利用者の迅速な意思決定を可

能ならしめる為には，会計基準の統一と同様，

会計情報の開示方式の統一は重要な課題とな

る。

そこで本稿では，会計情報の開示方式とし

て世界的統一が図られつつあるXBRL

（eXtensible Business Reporting  Lan-

guage）に焦点をあて，XBRLの開発背景，

XBRLへの各国およびわが国の取り組み状

況を織り込みながら，XBRLと会計基準と

の関係，特にXBRLが会計基準のコンバー

ジェンスに及ぼす影響について考察する。

2. 会計情報の電子開示の変遷
とXBRL開発の背景

わが国のEDINET（Electronic Disclo-

sure for Investors’NETwork）
1)

や米国

EDGAR (Electronic Data Gathering, A-

nalysis and Retrieval)システムの普及によ

り，遠隔地においても企業の公開する会計情

報を瞬時に入手することが可能となった
2)

。わ

が国のEDINET による開示書類の提出会社

数（国内会社）は，運用開始当初
3)

の約500社

から平成16年3月末時点では約3，900社へ

と増加しており，また，インターネットを通

じた情報公開サイトへのアクセス件数も平成

15年度（平成15年4月～平成16年3月）

では約83，600件（月平均）を記録している
4)

。

現在，EDINET およびEDGARにおい

て公開されている会計情報はHTML形式及

びPDF形式（EDGARでは，HTML形式

およびTXT形式）で表示されている。

HTMLはホームページのテキスト情報など

の表示に利用されるマークアップ・ランゲー

ジと呼ばれるコンピュータの記述言語である。

マークアップ・ラ ン ゲ ー ジ は，W 3C

（World Wide Web Consortium）と呼ばれ

るネットワークにおけるデータ交換の基本ル

ール（マナー）を設定している機関がホーム

ページの記述に際し，情報に到達できない人
5)

を作らない為のアクセシビリティ向上ツール

として利用を推奨しているものである。W 3

Cガイドライン3では「ある情報を表すため

『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子システム』

インターネットを介した会計情報（企業情報）の開示に関わる利便性についての研究としては，(Ash-

baugh et al1999),(Fisher et al.2000),(Hedlin 199)，などがある。

平成13年6月末。

金融庁(2007)『アクセスFSA』より。
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の適切なマークアップ言語がある場合には，

画像を使わずにそのマークアップ言語を使用

する
6)

」と規定されている。つまりWeb上に

情報を開示する際には，PDFのような画像

データの利用を極力避けマークアップ・ラン

ゲージを利用するといった基準を設けている。

なお，XBRLは特に会計情報を記述する

ために開発されたマークアップ･ランゲージ

である。そもそも，Web上に公開される会

計数字の羅列では，個々のデータ自体（数

字）には意味が付されていない。そこで個別

の数字データに荷札のようなタグをつけ，タ

グに個々の数字がどの会社のどの期のどの勘

定科目を表わしているのか，さらには通貨単

位や表示金額の単位といった属性情報を記載

することにより，データに意味をもたせる記

述方式がXBRLである。XBRLは1998年

にアメリカでプロトタイプが開発され公表さ

れた。2000年から2001年にかけて，XBRL

の利便性を着目したいくつかの研究がアメリ

カで公表されている［Strand et al, 2001］

［Coffin, 2001］［Debreceny and Gray,

2001］。

本来電子開示された財務データは，インタ

ーネット上で閲覧するたけでなく，情報利用

者が手元の分析ソフトや表計算ソフトへ取込

んで比 ，分析などを行なうことが一般的で

ある。現在EDINET やEDGARにおいて

開示されているHTML形式の会計情報は直

接エクセルなどの分析ツールへダウンロード

することができない。そこでデータに属性情

報を付し，エクセルなどの表計算ソフトへ直

接ダウンロードすることで高度な利用が可能

となるXBRLへの期待が高まっている。

ただし，最近一部で議論されている，非財

務情報のXBRL化については当初のXBRL

の開発趣旨からは逸脱しているとの印象を受

ける。非財務情報は会計数字と異なり，記述

された内容自体が意味を持つテキストデータ

によって構成されている場合がほとんどであ

るから，アクセシビリティの点ではHTML

を用いて記述してもXBRLを用いて記述し

ても，その効用には大きな差異はないからで

ある。XBRLはあくまで，数字で記載され

る情報についてタグを付けることにより個々

の数字に意味を持たせることが可能となるこ

とから特定の勘定科目の抽出，分析を容易に

し，かつアクセシビリティの向上にも貢献す

ることを目的として開発されたものである。

3. わが国におけるXBRLの取
組み

わが国では，2003年7月に世界の証券取

引所では初めて東京証券取引所のTDnet

（Timely Disclosure network）の一部に

XBRLが導入された。東京証券取引所では，

決算短信1枚目のデータ，業績予想，配当予

想の修正情報をXBRL化し，内部で蓄積し

ている。上場企業が開示資料提出に際し，開

示資料作成ソフトに入力することにより自動

的にXBRL化されたデータが作成されてい

る。さらに東京証券取引所では2006年4月

にホームページ上にXBRLの試験サイトを

公開。2006年9月までの期間TDnetに蓄積

会計情報開示への国際的対応

ここで「情報に到達できない人」とは，視覚障害者など音声システムによって情報検索をする人などを指し

ている。音声システムはWeb上のテキストデータを読み上げることで，視覚障害者でもホームページ上の情

報を入手することを可能とするシステムである。W 3Cの「アクセシビリティ」向上を目指す部会は，主に視

覚障害者への情報差別を生み出すWeb仕様について警鐘を鳴らしている（石川准（1995）。

ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン1.0技術書,2の3，2000年11月6日。
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されたデータの中から，上場企業33社の決

算短信を3期分XBRL形式で公開し，あわ

せて試験用ソフトの無償提供を行った。東京

証券取引所では2008年4月から適時開示制

度における決算情報の授受・提供，決算短信

1枚目に加え，開示される貸借対照表，損益

計算書，キャッシュ・フロー計算書などの基

本財務諸表にも，全面的にXBRL形式によ

るデータ提供を開始する予定である。

また，国税庁は，国税の電子申告・電子納

税等が可能となる国税電子申告・納税システ

ム（e-Tax)の運用を2004年2月より開始し

ている。国税電子申告・納税システムの規定

帳簿以外の添付書類の送信にあたっては，

XBRL形式のファイルを添付することとな

っている。電子申告におけるXBRLの採用

は，世界でもオーストラリア，イギリスにつ

ぐ早さである。さらには，日本銀行は2006

年2月より各金融機関とのデータ授受に，

XBRLを本格導入している。ちなみに，こ

れら公的機関とのデータの送受信だけでなく

国税の電子申告・納税システム（ e-Tax)に

提出された企業の電子申告データを，地銀，

信金などの金融機関が融資審査資料として直

接受け取るための「e-Taxデータ受付サー

ビス Zaimon 」が2007年11月より試験

運用されている。これまでXBRLによる財

務情報の取り扱いについては，当局への「提

出」が強制されるものの，企業側にとっての

メリットが教授できないかのような印象を持

つものも少なくなかった。しかしZaimon

システムでは，企業の資金調達に際し提出を

求められていた財務諸表については，電子申

告データを直接金融機関へ転送することによ

り，迅速な融資が可能となる。本システムの

試験運用には，都市銀行1行，地方銀行5行，

信用金庫15行，その他の3機関を含め24行
7)

が参加している。

このような中，金融庁は，2007年12月27

日に「開示用電子情報処理組織による手続の

特例等に関する内閣府令の一部を改正する内

閣府令（案）」を公開した
8)

。これは主として，

「電子開示手続等に係る書類に記載すべき財

務諸表等のコンピュータ言語を変更

（HTMLからXBRLへ)することによるも

の」である。対象となるのは，2008年4月1

日以後の開始事業年度等を直近の事業年度等

とする有価証券届出書，有価証券報告書，半

期報告書，四半期報告書の経理の状況等に掲

げる財務諸表のうち，（連結）貸借対照表，

（連結）損益計算書，（連結）株主資本等変動

計算書，（連結）キャッシュ・フロー計算書

である。なお，注記事項や付属明細表等，ま

た前述の連結財務諸表以外の部分については，

従来どおり，HTML形式により開示される

こととなる
9)

。

今後企業は，納税，適時開示，有価証券報

告，また銀行取引や企業間取引など，あらゆ

る場面で授受される財務情報をXBRL形式

で統一して作成することとなる。同様に世界

的規模で企業の財務情報の開示がXBRL形

式に共通化されれば，情報利用者は迅速かつ

Zaimon システムは2008年4月1日から商用サービス開始予定。新たな参加行として三井住友銀行などが

名乗りを上げている。2013年までに約100金融機関による参加が見込まれている。

施行平成20年3月17日。

SECでは，2007年12月にボランタリーでXBRLによる財務データ開示を行っている企業に対し，注記の

XBRL化の必要性についてアンケートを実施している（http://www.sec.gov/cgi-bin/XBRL Question-

naire）。数字情報を含む注記についてのXBRL化の要望はアメリカはもとより我が国でも強い。
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容易に世界中の企業の財務データを瞬時に分

析することができることとなり投資配分，取

引先の決定などグローバルな規模での迅速な

意思決定が可能となる。

4. 海外でのＸＢＲＬ導入事例

XBRLの普及活動は，各国の公認会計士

協会が中心となり，官庁，証券取引所，IT

ベンダー，情報産業会社など様々な業界が協

力して推進している。

各国のXBRL導入に関わる動きをまとめ

ると表-1のとおりである。

表1の結果からわかるとおり，近年は上海

証券取引所や韓国のKOSDAQなどアジア

においても積極的にXBRL導入する動きが

みられる。また，国際会計基準委員会財団

IASCF（International Accounting Stand-

ards Committee Foundation）はXBRLの

普及に力を入れており，ホームページ
10)

上にお

いて IFRSのXBRL仕様及び，最新の開発

行動を常時公開している。IFRSを導入する

EU諸国の企業に対してはECCBSO (The
 

European Committee of Central Balance
 

Sheet Data Offices)が窓口となり，IFRSに

準拠した一般的な報告用書式を準備し配付し

ている。ECCBSOの書式はエクセルに

XBRL書式を取り込む形式のもので誰でも

が容易に利用できるようにデザインされてい

る。

5. XBRL形式による財務情報
と会計基準との関係

XBRLでは2種類のデータファイルが必

要とされる。「インスタンス」文書と「タク

ソノミ」ファイルである。

図1で示したとおり「インスタンス」文書

はタグ（属性情報)の付された財務情報が記

載されており，報告書ごとに1ファイル作成

される。実際の財務数値や決算期，年度など

を定義するコンテキスト情報，また円やドル

などの通貨単位を表すユニット情報もインス

タンスに記述されている。これに対し「タク

ソノミ」は，いわば財務諸表等規則等や法な

どで規定された語彙や勘定科目名（XMLス

キーマに記述），勘定科目の表示方法，各勘

定科目や報告項目間の関係，加減算関係や親

子関係を定義しているもの（リンクベースで

定義）である。また，財務諸表等規則におけ

る貸倒引当金の控除方法
11)

や有形固定資産に対

する減価償却累計額
12)

のように，複数の処理方

法が認められている場合にも「タクソノミ」

においてこれら複数の表示方法に対応した表

示や計算が行えるような定義がなされている。

通常元帳から会計基準に準拠した財務諸表

を作りあげる際には，各勘定科目を会計基準

に従って加減算し，さらに基準に従った方法

で並べて表示させる。同様に，XBRL形式

のデータは財務データが記述された「インス

タンス」が，会計基準である「タクソノミ」

を常に参照しながら，会計基準に適合したア

ウトプットを生成する仕組みとなっている。

代表的なタクソノミとしては，日本の金融

庁が公表するタクソノミとしてEDINET タ

http://www.iasb.org/xbrl/index.html

財務諸表等規則第二十条。

財務諸表等規則第二十五条。
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表１ 各国におけるXBRLへの取り組み

地域 国 年 内 容

2000年 Morgan Stanleyが自社10-KをXBRL文書を添付しSECへ提出

2001年 情報産業会社EDGAR online社が SECから得た財務情報をXBRL形式で提

供するサービスを立ち上げる

2004年 XBRL USがUS GAAPに基づくタクソノミ（一般事業会社及び一部の業種）

を開発
北

米

米国
2005年 SECによるXBRL財務報告の任意提出プログラム（Voluntary Filing Pro

 
gram）が開始される

-

2005年

2006年

FDIC（連邦預金保険公社）によるXBRL形式でのコールレポート授受が開始

SECがXBRLに対応したEDGARシステムの更改を開始することを発表。

合わせて，全業種のタクソノミ開発および投資家向け分析ツールの開発も開始

カナダ
2004年 カナダ証券取引所グループ（Toronto Stock Exchange＝TSX）が，自社の

財務情報をXBRL形式で公開

ICIA
2001年 国際信用保険協会（International Credit Insurance Association＝ICIA）で

は次世代のデータ交換形式としてXBRLを採用することを発表

IAS
2004年

2006年

IASCF（国際会計基準委員会財団）が IFRSに基づくタクソノミを公開

IAS32と39を含むタクソノミ開発。IFRS全てをXMLフォーマットへ変換

英国
2001年 EU上場企業として初めてロイター社（Reuters）がXBRL形式での財務情

報を公開

2003年 英国内国税歳入庁（UK Inland Revenue）XBRL形式による電子申告受理開始
欧

州

デンマーク

2001年

2003年

デンマーク商務・企業庁（Danish Commerce & Companies Agency＝

DCCA）が会社登記システムにXBRLを導入

国際会計基準（International Accounting Standards＝IAS)タクソノミを利

用した財務データの利用開始

ベルギー 2005年 Belgian GAAPに基づくXBRLタクソノミ公開

スペイン

2004年 スペイン CNMV（スペイン証券取引委員会）によるXBRL形式での財務

報告書類の授受が開始

スペイン中央銀行 銀行，信用組合等とのXBRLによる財務情報の授受開始

オランダ
2005年

2007年

監督機関CSB XBRLタクソノミ発表

Dutch Water Boardsへの提出報告書XBRL化

ドイツ

2004年

2007年

フランクフルト証券取引所においてXBRL形式の四半期決算書のパイロット

プログラム稼動

ドイツ国税庁，XBRLによる納税申告パイロットプログラム稼動

オーストラ

リア

2001年

2004年

オーストラリア金融監督局(Australian Prudential Regulation Authority:

APRA)は，11,000の銀行からの報告様式にXBRLを採用オーストラリア財

務省課税局，XBRL採用決定

ニュージー

ランド

2003年 ニュージーランド証券取引所(NZX)と10の上場会社の間で半期報告書の

XBRL化のためのパイロットプロジェクトを立ち上げア
ジ
ア 中国 2006年 上海証券取引所XBRL導入を検討

韓国
2006年

2007年

韓国金融監督院がXBRLの導入検討

韓国KSE(韓国証券取引所)とKOSDAQがXBRL導入決定

タイ 2006年 タイ証券取引所がXBRLの導入検討開始

出所：XBRL International Progress Report,November2007より作成
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クソノミ，アメリカSECが公表するタクソ

ノミとしてUS-GAAPタクソノミ，国際会

計基準が公表するタクソノミとして IFRS

タクソノミ等があり，当然その内容は各会計

基準に準拠したものとなっている。また，こ

れらタクソノミ開発には数十億円という膨大

な資金が投下されている。しかもタクソノミ

は会計基準が変更する度に更新が求められる。

このことから，継続的なタクソノミ開発の費

用負担に耐えられる国はおのずと限定的とな

らざるを得ず，結果的に新興経済国などでは

もっとも開発の進んでいる IFRSタクソノ

ミを調達し自国の開示に適用するケースが増

えていくものと思われる。このことは同国が

会計基準を完全 IFRSに収斂させることと

同義となる。つまり，自国の会計基準を保持

し，そのために独自のXBRLタクソノミを

開発し続けるよりも（自国でXBRLタクソ

ノミの開発コストを負担し続けるよりも）

IASCFのWebサイトから IFRSタクソノ

ミをダウンロードし，ダウンロードした

IFRSタクソノミを使用して財務諸表を作成

すれば瞬時にピュア IFRSの財務諸表を生

成できるのであるから，その方がより経済合

理的であるとの判断である。

また一方で，各国の会計基準の差異が微細

なものであれば，一からタクソノミをオリジ

ナルで開発しなくても，その差異を自動的に

変換してくれる仕組みがあれば前述の問題は

解決できるかのようにも思える。現在

IASCFでは，異なったタクソノミ（異なっ

た会計基準）間でXBRLデータをやり取り

できるヴァージョニング（Versioning）の

仕様を公開している。ただし，ここでの「異

なった会計基準」の概念は，日本基準と国際

会計基準のような差異を意味しているのでは

ない。ヴァージョニングは，あくまで同じ会

計基準における改定版への移行をスムーズに

行える技術であり，基本が異なる会計基準の

差異を調整することはできない。

今後会計情報の開示様式は世界規模でXBRL

へ移行していくこととなる。XBRLの採用

はそれまで企業間でばらばらであった勘定科

目の表記を統一化する機能を果たすであろう。

しかしそれ以上にタクソノミ開発に必要とさ

れるコスト負担と，以降継続的に発生するメ

図1 XBRLの構造（XBRL2.1スペック)
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ンテナンス費用の負担に鑑み，これを機会に

ピュア IFRS採用へ動き出す国が急速に増

えるものと思われる。今後はXBRLが会計

基準のコンバージェンスのキードライバーと

なるであろうことは間違いない。

6. おわりに

XBRLで記述された財務諸表は，情報利

用者が自由に加工することができる。例えば

日本基準で作成された財務諸表の勘定科目の

並び方を変更することで，一見米国基準の財

務諸表であるかのごとくに表示させることも

できる。しかしXBRLは，ダウンロードし

た財務諸表の勘定科目を手元で加工し，勘定

科目の表示位置を変更することは可能だが，

個別の勘定科目のもつ概念やその勘定科目に

含まれる個別取引の内容まで変換することは

できない。例えば，現在支配力概念によって

連結財務諸表を作成している IFRSや日本

基準と，持ち株基準によって連結財務諸表を

作成しているFASB基準の会計情報につい

て，XBRLを利用することによって，持ち

株基準の連結財務諸表が，支配力概念の連結

財務諸表に自動的に組み換えられることはな

い。このように会計情報の開示様式が世界的

に統一されること（会計実務のコンバージェ

ンス）と，会計基準が統一されることとは，

全く次元の異なることである。ただし，当然

のことながら会計基準が統一された上で，世

界中で同じ開示様式が使われ，その開示様式

がXBRLのように分析ツールに直接取り込

めるものとなるなら，証券市場のボーダレス

化は加速度的に進むものとの思われる。

また一方で，各国において会計基準が異な

ったままXBRLが導入されている現状は，

世界の市場全体で膨大なタクソノミ開発コス

トを重複して負担していることを意味する。

XBRL導入にかかる膨大なタクソノミ開発

コストについては，今後各国が会計基準の収

斂に向けて検討すべき最も重要な検討課題の

1つとなろう。
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